
申請者 担当課

基本的な助成金交付事務の流れ

企画提案

①、②、③、④他 受領

審査

①企画提案書

②事業計画書

③収支予算書

④事業連携協定書

（申請者が市外団体の場合）

・団体の役員及び構成員名簿

・定款または規約などの会則

・活動紹介パンフレットなど

⑤助成金内示書

⑤ 受領

再計画（必要あれば）

⑥助成金交付申請書

②事業計画書（必要あれば）

③収支予算書（必要あれば）

⑥（②、③）受領

➆助成金交付決定通知書

➆ 受領

事業実施

※必要に応じて

⑧事業計画変更承認申請書

⑨事業変更計画書

⑩変更予算書

⑫助成事業中止（廃止）承認申請書

を作成、提出

事業完了 報告

⑭助成事業実施報告書

⑮事業報告書

⑯収支報告書

⑭、⑮、⑯ 受領

審査・履行確認

⑰助成金確定通知書

⑧、⑨、⑩または⑫ 受領

⑪事業計画変更承認通知書

⑬事業中止承認通知書

⑰ 受領

⑱助成金請求書

⑱ 受領

丸数字は指定様式


